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発議
2

内子町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 原案可決

発議
3

畜産飼料の価格高騰対策を求める意見書 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

議案
2

内子町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

3 内子町個人情報保護審議会条例の制定について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

4
個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に
関する条例の制定について

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

5 内子町債権管理条例の制定について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

6
内子町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関す
る条例の制定について

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

7 内子町八日市駐車場条例の制定について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

8 内子町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

9
内子町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例について

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

10
内子町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定
める条例の一部を改正する条例について

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

11
内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例について

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

12 内子町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

13 内子町飲料水供給等施設条例の一部を改正する条例について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

14 内子町附属機関設置条例の一部を改正する条例について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

15
内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する
条例の一部を改正する条例について

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

16 内子町移住体験交流施設「二宮邸」の指定管理者の指定について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

17 令和４年度内子町一般会計補正予算（第８号）について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

18
令和４年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）
について

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

19
令和４年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第
１号）について

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

20
令和４年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）につ
いて

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

21
令和４年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第２
号）について

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

22
令和４年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計補正予算（第２
号）について

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

23 令和４年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

24 令和４年度内子町下水道事業会計補正予算（第４号）について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

25 令和５年度内子町一般会計予算について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

26 令和５年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

27 令和５年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

28 令和５年度内子町介護保険事業特別会計予算について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

29 令和５年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

30 令和５年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計予算について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

31 令和５年度内子町水道事業会計予算について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

32 令和５年度内子町下水道事業会計予算について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

33 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 原案可決

34 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 原案可決

35 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 原案可決

36 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 原案可決

37 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 原案可決

採決結果
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採決結果

38 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 原案可決

39 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 原案可決

40 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 原案可決

41 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 原案可決

42 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 原案可決

43 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 原案可決

44 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 原案可決

45 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 原案可決

46 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 原案可決

47 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 原案可決

48 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 原案可決

49 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 原案可決

50
内子町移住体験交流施設「二宮邸」条例の一部を改正する条例に
ついて

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

委員会
報告 議会改革特別委員会の廃止について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 欠 〇 〇 〇 原案可決

菊地議員は議長のため、採決に加わりません。 〇・・・ 賛成

×・・・ 反対
除・・・ 除斥※
欠・・・ 欠席

【表示例】

　※除斥とは、議会における審議を公正なものとするために、議案等
と一定の利害関係を有する議員はその審議及び採決に参加することが
できないとする制度です。　（地方自治法第１１７条）


